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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「ゆるぎなき信頼が明日を拓く」を社是とし、「我々は技術の本質を謙虚に探索し、自然随順に即した応用で広く世界に貢献しよう」を

我々のロマンとして掲げ、世界市場への貢献・信頼と当社の繁栄を同時に実現することを経営の基本理念にしております。

　そのため効率性が高く、透明で健全な経営システムの確立と、それを維持していく施策の実施をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え

方としております。

　「超精密とメカトロメーションの追求」を標榜して、各事業分野でステークホルダーとコミュニケーションをとり、満足と信頼を得て、ともに成長して

いく必要があると考えています。

　具体的には、取締役会と監査役会を設置するガバナンスを基本とし、取締役会の監督機能の強化やコンプライアンス経営の徹底に取り組み、コ

ーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４．　議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】

　現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、議決権の電子行使を可能とする環境作りや招集通
知の英訳は行っていません。しかしながら、今後、海外投資家等の比率が20％以上となった時点で、議決権電子行使プラットフォームの利用等や
招集通知の英訳等も検討していきます。

【補充原則２－４－１．人材の多様性確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針】

　当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなると
認識しております。当社では、かねてより他社での多種多様なキャリアを持つ人材を即戦力として積極的に採用しており、スキル・経験等を総合的
に判断し、管理職への登用を行っている一方、女性・外国人につきましては、管理職への登用数が現状十分ではないと認識しており、今後、当社
の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めてまいります。

【補充原則３－１－３．サステナビリティについての取り組みや人的資本、知的財産等への投資】

　サステナビリティについての取組みについては、中期経営計画を当社ホームページに公表しております。人的資本や知的財産への投資等の具
体的な情報開示につきましては、今後検討してまいります。

（経営方針：https://www.seibudenki.co.jp/company/policy.html）

（中期経営計画「チャレンジ280」：https://www.seibudenki.co.jp/temporary/file/pdf/21093009002245admincyuukei2021.09.30.pdf）

【補充原則４－１－３．最高経営責任者等の後継者計画の監督】　

　当社は、最高経営責任者の後継者計画の策定・監督は重要課題の一つであり、早急に対処すべき事項であることを認識しておりますが、当社
経営の根幹に係る事項であるため、今般新たに設置した指名・報酬委員会の活用も含め、慎重に検討してまいります。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、各事業分野に精通した取締役および、企業経営の経験豊富な社外取締役と監査役で構成されています。常勤監査役は、
営業経験が豊富で、財務、会計に関する知見も有しています。

　当社の監査役3名のうち2名は社外監査役であり、当社事業環境に造詣が深く、事業を多角的に見る視点を有しております。また、財務、会計に
関する専門的な知識を有している方を選任しております。

　なお、取締役会の構成については、女性役員の登用や国際性、職歴、年齢の面を考慮しながら、経営戦略の進展に応じて必要な人材の登用を
行うことが、取締役会の機能強化を図り実効性をさらに高めていくための今後の課題と認識しています。

【補充原則４－１１－１．取締役会全体の知識・経験・能力のバランス】

　当社の取締役会は、取締役9名、監査役3名で構成しています。取締役9名のうち2名は社外取締役で、経営者として豊富な経験と幅広い見識を
有しています。また、社内取締役は、当社の各事業分野に精通した部門長等で構成され、求められる役割と責務を十分に果たし得る能力を有した
人物を選任しています。

　監査役3名のうち2名は社外監査役であり、当社の事業環境に造詣が深く、豊富な経験と幅広い見識を持っています。なお、常勤監査役は当社
の取締役経験者です。取締役会の全体としては、知識・経験・能力のバランス・多様性等を勘案した上での構成となっています。なお、各取締役の
スキル・マトリックスの開示については、今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則４－１１－３．　取締役会全体の実効性評価】

　当社では、各取締役の業務執行状況について毎月取締役会へ報告し、相互に活発な意見交換を行うなどによって取締役会の実効性を確保して
おりますが、その分析・評価結果の概要の開示については、今後検討してまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　当社が上場株式を保有する場合は、取引関係の維持・強化、戦略的な業務提携等、当社の企業価値の維持・向上に資するかの検討を十分に
行った上で総合的に判断しています。

　当社は、直近事業年度末の状況等と照らし、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、出来る限り速やかに処分、縮減していく
基本方針のもと、毎年取締役会において経済合理性や将来の見通しを検証し、事業戦略上の必要性等を勘案して保有の判断を行っております。

「政策保有株式の議決権行使基準」

　政策保有株式を保有することとした会社の株主総会における会社提案議案については、中長期的に株主価値の向上に資するものか、当社への
影響はあるか等の観点を踏まえ、総合的に賛否を判断し、適切に行使いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、取締役・監査役およびその近親者との取引について年1回調査（関連当事者調査票）を行っています。利益相反取引・競業取引は取締
役会の付議・報告事項であり、重要な事実がある場合は取締役会において審議します。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、確定給付企業年金制度を採用しており、運用にあたっては適切な資質を持った人材を配置しております。また、従業員の資産形成の支
援を目的とした確定拠出年金制度を導入し、資産運用に関する従業員教育については、新入社員教育として確定拠出年金セミナーを実施し、資
産運用を始めるにあたっての制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しています。運営管理機関との定期的なモニタリングレポー
ト内容の共有やセミナー参加等を通じて、適切な資質をもった担当者の育成にも取り組んでおります。

【原則３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）当社は、“ゆるぎなき信頼が明日を拓く”を社是とし、”我々は技術の本質を謙虚に探索し、自然随順に即した応用で広く世界に貢献しよう”を
経営理念として掲げています。この理念を具現化するため、中期経営計画「チャレンジ280」を策定し、当社ホームページに公表しております。

（経営方針：https://www.seibudenki.co.jp/company/policy.html）

（中期経営計画「チャレンジ280」：https://www.seibudenki.co.jp/temporary/file/pdf/21093009002245admincyuukei2021.09.30.pdf）

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針をコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しています。

（ⅲ）取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書「II．1．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記
載しております。

（ⅳ）当社の経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名は、求められる役割と責務を十分に果たせる人物を、当社事業に関する知識、企
業経営に関する多様な視点を有しているか等の観点により総合的に審議し、取締役候補者については指名・報酬委員会への諮問を経たうえで、
監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定しております。

（ⅴ）取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の説明については、株主総会の参考書類に必要事項を記載しています。また、代表取締役の異
動については、別途適時開示を行っています。経営陣幹部の選解任については、その重要性に応じて、適宜開示を行うこととしています。

【補充原則４－１－１．　取締役会の役割・責務】

　当社は、取締役会規程に取締役会の専決とされる事項や審議すべき内容を定めています。また、社内規程（職制および職務権限規程、権限明
細書等）に基づき、経営陣の業務執行の内容や範囲を明確に定め、これを委ねています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準】

　独立社外取締役につきましては、会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を選
定しております。取締役会においては、社外取締役として、これまでの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から、当社の経営・事
業に対して有益な助言と監督が出来る方でこの基準に該当する方を独立社外取締役に選定しております。

【補充原則４－１１ －２．　取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任】

　当社の取締役・監査役（社外含む）は、その役割・職責を果たすための時間・労力を適切に業務に振り向けています。取締役が他社の役員を兼
任する場合は、取締役会規程に基づき、取締役会の承認を得ることとしています。また、監査役が他社の役員を兼任する場合についても、取締役
会に報告しています。当社では、取締役・監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っ
ています。

【補充原則４－１４－２．　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　当社は、取締役・監査役に対して、職務遂行上必要となる法令知識の習得および取締役・監査役の役割と責務の理解促進に努めており、講習
会や交流会に参加する機会を提供しています。

　取締役および監査役は、それぞれの職責に応じて、当社が加盟する団体や外部セミナー等に積極的に参加することで、必要な知識、あるいは時
勢に応じた新しい知識の習得や研鑽に努めています。また、新任取締役については外部の合宿研修に参加させる方針をとっています。内容は、
会社経営上の意思決定に必要な広範な知識や業務遂行に求められる知識習得の他、コーポレートガバナンスの観点から「法務・企業統治」、「会
計・財務」に関するものが含まれています。社外取締役および社外監査役については、当社の事業・課題の理解を深めることを目的として、随時当
社の事業・課題に関する説明や、工場等の現場の視察を実施する等の施策を講じています。また、全役員対象に、法改正や新制度等について勉
強会を随時開催しています。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、経営企画室をＩＲ担当部署としています。株主や投資家に対しては、決算説明会を年１回開催するとともに、個人投資家向け説明会や
株主や投資家からの要望により面談や１ｏｎ１ミーティングを実施しており、その方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書にて開示していま
す。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社安川電機 2,630,000 17.36

ＣＧＭＬ　ＰＢ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　/　ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ 1,684,400 11.11

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,506,200 9.94

株式会社豊田自動織機 1,106,000 7.30

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 675,100 4.45

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 650,820 4.29

株式会社福岡銀行 633,220 4.17

みずほ信託銀行株式会社 626,000 4.13

株式会社西日本シティ銀行 589,000 3.88

西部電機従業員持株会 398,386 2.62

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1.持株比率は自己株式（10,364株）を控除して計算しております。なお、自己株式には株式給付信託（BBT）の信託財産として信託が保有する当社
株式53,100株は含まれておりません。

2.シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社から2021年8月10日付で提出され、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書にお
いて、2021年8月2日現在同社が3,760,000株（保有割合24.80%）を保有している旨が記載されております。しかし、当社として直前事業年度末にお
ける同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

井上　信之 他の会社の出身者

馬場　信哉 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

井上　信之 ○ ―――

井上信之氏は、永年にわたり上場企業の代表
取締役を務められた経験があり、当社事業の
全般に精通し、当社の成長・発展への貢献に
必要な優れた見識を有していることから、当社
の経営全般に助言を頂戴することにより、コー
ポレート・ガバナンス強化に寄与していただくこ
とを期待し、社外取締役に選任しております。

なお、独立役員・社外役員の属性情報につい
て該当がなく、一般株主と利益相反が生じるお
それはないと判断しているため、「独立役員」と
して届け出ております。



馬場　信哉 ○ ―――

馬場信哉氏は、永年にわたり上場企業の代表
取締役を務められた経験があり、経営者として
の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経
営を監督していただくとともに、当社の経営全
般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガ
バナンス強化に寄与していただくことを期待し、
社外取締役に選任しております。

なお、独立役員・社外役員の属性情報につい
て該当がなく、一般株主と利益相反が生じるお
それはないと判断しているため、「独立役員」と
して届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・ 報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・ 報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

　当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ること
を目的として、取締役会の下に、「指名・報酬委員会」を設置しております。

　指名・報酬委員会では、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任や代表取締役の選定・解職などの指名に関する事項、取締役の報酬総
額や個人別の報酬等の決定などの報酬に関する事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。

指名・報酬委員会は、取締役会が選定する３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を開催し、各役割・機能の実効性をあげるため緊密な連携をとり、認識の共通化に努
めております。

　また、当社は監査室を設置し、監査室が行う監査の実施結果は監査役に定期的に報告し、情報の共有化を図るよう努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

大塚　丈徳 他の会社の出身者 ○ ○

岸川　浩幸 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大塚　丈徳 ○

属性情報のｉおよびｊの該当に関して、大塚
丈徳氏は当社の主要株主である株式会
社安川電機の業務執行者であります。ま
た、同社は当社の取引先でありますが、そ
の取引の額は２％未満と僅少であります。

大塚丈徳氏は、日本を代表する製造業の上場
企業において、永年にわたり品質管理を担当さ
れ、現在は管理部門を統括されています。当社
事業環境に造詣が深く、幅広い見識から発言・
アドバイスを得たり、固有のキャリアに立脚した
総合的な判断と中立的、客観的監督をお願い
するため、社外監査役に選任しております。

なお、独立役員・社外役員の属性情報につい
ては左記のとおりであり、一般株主と利益相反
が生じるおそれはないと判断しているため、「独
立役員」として届け出ております。

岸川　浩幸 ○ ―――

岸川浩幸氏は、大手監査法人で永年にわたり
上場企業の監査に従事された経験があり、企
業を総合的、多角的に見る視点を有しておりま
す。公認会計士として培われた財務、会計に関
する専門的な知識・経験等を当社の監査体制
に活かし、また、取締役会においても有効な助
言をいただけることを期待し、社外監査役に選
任しております。

なお、独立役員・社外役員の属性情報につい
て該当がなく、一般株主と利益相反が生じるお
それはないと判断しているため、「独立役員」と
して届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は2020年6月26日の株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benef

it Trust））」を導入いたしました。

同制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま
でも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬につきましては、その総額を開示しております。

2021年度の取締役7名への支払額は、下記のとおりです。

報酬等の総額　175百万円

報酬等の種類別の総額

・基本報酬　102百万円　業績連動報酬等　65百万円　非金銭報酬等　6百万円

（注）1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　2.業績連動報酬等として、賞与を支給しております。

　　　3.非金銭報酬等の額は、当事業年度に費用計上した役員株式給付引当金繰入額であります。

　　　

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　●取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取
締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には取締役の報酬は、固定報酬として
の基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬および業績連動
報酬等のみを支払うこととしております。

　基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案
して決定するものとしております。

　業績連動報酬等については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益に応じて算出された額を賞与とし
て、毎年一定の時期に支給することとしております。

　非金銭報酬等については、社外取締役を除く取締役を支給対象とし、株主利益とのより一層の連動を図り、中長期的な企業価値の向上との連
動性を強化するため、株式給付信託（BBT）に基づく報酬として、当社株式等を支給することとしております。取締役には各事業年度に関して、役
位、業績達成度（中期売上高計画および中期経常利益率計画）により定まる数のポイントを付与することとし、取締役に付与されるポイントは、当
社株式等の給付に際し、1ポイント当たり普通株式1株に換算いたします。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の
退任時としております。

なお、取締役の種類別の報酬割合については、定めないこととしております。

　

●取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役税所幸一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権



限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

　取締役会は、上記権限が代表取締役税所幸一によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に諮問し答申を得ることを委任の条件とし、上
記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容を最大限尊重し、上記の決定をしなければならないこととしております。

　なお、株式報酬については、取締役会で定めた役員株式給付規程に従って個人別の割当株式数を決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役への会議資料等の重要情報の提供は、電子メール・郵便等により行っています。

送付は、総務課および経営企画室が担当しております。

　また、監査役の職務の補助として、監査室が監査役会の事務局等を担当しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社の経営上の重要事項の意思決定機関は取締役会であり、定時取締役会は原則月1回、臨時取締役会は必要に応じ随時開催されておりま

す。

　取締役会には監査役も出席し、経営に関する提言、助言を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。

　また、社長による経営の進捗状況の確認ならびに経営課題や環境変化への対応を迅速に行うために、社長経営検討会を毎月開催しておりま

す。

　社長経営検討会には取締役および常勤監査役や関係者が出席し、議事内容については社外監査役に適宜報告し情報の共有化を図っておりま

す。

　監査につきましては、監査役（社外監査役、独立役員を含む）による業務監査、監査法人による会計監査の他、監査室が内部監査規程に従い内
部統制状況の監査を行っております。

　なお、監査役の機能を強化するため、「監査役と会計監査人の連携状況」「監査役と内部監査部門の連携状況」および「社外監査役のサポート

体制」に記載された活動を進めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制と同時に業務執行状況を各取締役が相互に監督する現状の体制が適切であると
考え、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。

　また、当社の社外取締役2名および社外監査役2名は、いずれも当社との間に特別の利害関係はなく、豊かな経験と知識を有する者であり、当
社経営陣から独立した立場で取締役会等の重要会議に出席し、取締役が業務執行の決定・報告を行うことを促し、経営の透明性向上と客観性確
保が可能となる現状の体制が適切であると判断し、当該体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

2021年6月29日開催の定時株主総会に関しては、2021年６月11日に株主総会招集通知を
発送しております。また、2021年６月７日に、東京、福岡の各証券取引所および当社ホー
ムページにて開示しております。

電磁的方法による議決権の行使
　より多くの株主様に議決権を行使していただけるよう、2022年の定時株主総会より、電
磁的方法による議決権の行使を導入しております。

その他
株主総会における事業報告および計算書類の内容報告等に際して、ビジュアル機器を使
用するなど、わかりやすく開かれた株主総会の実現に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに、現状の業績および今後の見通しについて、定
期的（年1回を原則）に説明会を実施しております。

その他、個別訪問による説明やミーティングを開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　経営方針、事業内容、決算情報、新製品情報等について、適時当社ホーム
ページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室をＩＲの担当部署としています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

2002年10月に制定した「社員行動基準」、「社員の心得」および平成17年10月に発行した
「社員行動基準実行の手引き」を全社員に浸透させ、法令・ルール等遵守の啓蒙活動を展
開しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

2020年8月に世界基準の環境マネジメントシステムであるISO14001の認証を取得致しまし
た。このシステムを活用して、CO2や廃棄物の削減や、環境配慮製品の開発等の活動を継
続的、積極的に進めることで、持続可能な社会の実現と、上場企業としての社会的責任の
遂行に努めてまいります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【内部統制システムの整備に関する基本方針】

会社法および会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を
確保するための体制を整備するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定める。

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　取締役会は、法令、定款および取締役会規程に定める決定事項の審議・決定や報告事項の報告を通じて、取締役が法令および定款その他

社内規程に適合した職務執行を行うことを、管理・監督する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　取締役会の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報等を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理する。なお、監　
査役が求めたときは、いつでも当該文書を閲覧に供するものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　コンプライアンス規程およびリスク管理規程に則り、グループ全体のコンプライアンスに関する事項の決定や遵守状況の管理を全社リスク管

理委員会および部門リスク管理委員会にて行い、リスク管理の確立を図る。

　 また、緊急時対応マニュアルを整備し、リスクが発生した場合の対応に備える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　取締役会を原則として毎月１回開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。

　　また、毎月取締役会開催日前に社長経営検討会等を実施し、重要な業務執行について十分な審議を経て決定する。

５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　　当社の使用人が法令・定款および当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、「社員行動基　

準」、「社員の心得」等を制定し、当社の全ての使用人に対し周知徹底する。

　　また、報告・相談システムの「ヘルプライン」を設置し、利用者の匿名性を担保するとともに不利益を被らないものとする。

　　なお、適法性を確保するため、定期的に、また必要に応じ監査室が監査を行うこととする。

６．当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　子会社に対する業務の適正の確保については、自主性を尊重しつつ、子会社の健全な発展を通して、当社グループとしての総合力向上を図　
ることを基本方針とし、「関係会社規程」に基づき行う。

　　子会社の年度計画の進捗状況を含む経営成績・財政状況を把握するため、子会社は毎月、貸借対照表、損益計算書等の決算書類を当社に
提出・報告する。

　　子会社において経営上重要事項を決定する場合には、当社の事前承認を得るとともに、経営上重要な事項が発生した場合は、都度、当社に　
報告する。

　　また、当社の社員が子会社の取締役および監査役を兼務し、当社の意思を経営に反映するとともに、損失の危険が生じた場合は直ちに管理
担当取締役に報告する。

７．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　（１）監査室を監査役の職務を補助すべき使用人とし、監査役会の事務局の業務を併せて担当する。

　（２）補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等を行う場合は、予め監査役会に相談し、意見を求める。

　（３）補助使用人は、監査役補助としての職務遂行にあたっては、専ら監査役の指示に従い、取締役等の指揮命令や不当な制約を受けない。



８．当社および子会社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制

　（１）当社の取締役および使用人は監査役に対して、毎月開催される取締役会、社長経営検討会の他、主要な社内会議を通じて、重要な意思決
定の過程および業務の執行状況等の報告を行う。

　（２）子会社の取締役、監査役および使用人は、当社の監査役に対して、子会社監査やその他必要に応じ、経営状況、内部統制システムの構　

築・運用状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リスク管理に関する重要事項等の報告を行う。

　（３）監査役へ報告や説明を行った者に、そのことを理由として人事処遇においていかなる不利益も課さない。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（１）監査役会規程・監査役監査基準に則り、監査役監査の環境整備、代表取締役との定期的会合、取締役および使用人からの報告受領等に　
ついて、周知と実践を通じ、その実効性を確保する。

　（２）監査役の職務の執行について生じる費用または債務については、請求により速やかに当該費用を支払う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　　当社は、コンプライアンスの礎となる「社員行動基準」、「社員の心得」を制定し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては

断固とした姿勢で臨むことを掲げ、関係排除に取り組んでおります。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

　　当社では、管理本部総務課を対応統括部署としており、事案により関係部門と協議し対応しております。

　　反社会的勢力排除に向けての具体的な取り組み事項として、福岡県企業防衛対策協議会に入会しております。これは、警察当局と企業なら　

びに各企業間の相互理解と協力により企業に対するあらゆる暴力を効果的に予防し、かつ排除することを目的としており、情報交換や県警当

局（所轄警察署含む）からの指導の下、排除予防運動に取り組んでおります。

　　なお、暴力追放大会（暴追大会）への出席や、公安委員会主催の不当要求防止責任者講習など受講しており、社内およびグループ会社への

啓蒙活動にも役立てております。

　　また、取引先に対しても不健全な取引を排除するために反社会的勢力との関係を調査し、必要があれば民間信用調査機関や自治体の産業　

支援団体などを活用して調査を実施しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

〔適時開示体制の概要について〕

　当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の実践とともに経営意思決定の迅速化と経営の透明化を重要課題にしております。

　当社の適時開示に係る業務は、管理担当取締役が、当社全部門および連結子会社から情報を入手し、経営企画室が適時開示等の企業情報開
示の専任部門となり集約・管理する体制となっております。

　適時開示が必要な情報については、取締役会、経営検討会および経営会議に付議・報告され、決定事項、発生事項および決算に関する情報な
どの適時性と正確性を審議し、承認・決議を得て情報開示を行っております。




